
＜第６号議案＞ 

 

平成１７年度役員の選任について 

 

 

会則第７条第１項に定める平成１７年度役員については、以下のとおりとする 

 

平成１７年度役員名簿（案） 

協議会役職 団 体 職 名 氏 名 任期 

会 長 

副会長 

 

監 事 

 

愛 知 県 

豊 田 市 

長 久 手 町  

江 南 市 

一 色 町 

企画振興部長 

総 務 部 長

町 長 公 室 長

市 長 公 室 長

総 務 部 長 

福 間 克 彦

鈴 村 喜 代 雪 

田 中 憲 二 

安 達 秀 正 

石 田 述 史 

4月 1日～

3 月 31 日

人事異動等により役員の欠員が生じた場合は、当該団体の後任の者が任期を引き

継ぐこととする。 

 


